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大
分
県
告
示
第
二
百
八
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五
号

　

大
分
県
土
木
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
告
示
第
三
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

第
一
条
第
十
一
項
中
「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
五
十
六
条
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
五
号
中
「
て
ん
補
す
る
」
を
「
塡
補
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
十
条
第

三
項
各
号
」
を
「
第
五
十
一
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
四
十
九
条
」
を
「
第
五
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
て
ん
補
さ
れ

た
」
を
「
塡
補
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
第
四
十
三
条
」
を
「
、
第
四
十
三
条
又
は
第
四
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。

　

第
四
十
三
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
六
条
又
は
第
四
十
七

条
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
第
五
十
七
条
と
し
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

　

第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
六
条
又
は
第
四
十
七

条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
三
条
と
す
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

第
五
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
第
四
十
三
条
」
を
「
、
第
四
十
三
条
又
は
第
四

十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
賠
償
の
予
約
）

第
五
十
二
条　

受
注
者
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
（
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
刑
法
第
百
九
十
八
条
に

　

規
定
す
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
発
注
者
が
契
約
を
解
除

　

す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
賠
償
金
と
し
て
、
こ
の
契
約
に
よ
る
業
務
委
託
料
の
十
分
の
二
に
相
当
す

　

る
額
を
発
注
者
が
指
定
す
る
期
間
内
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
業
務
が
完
成
し
た
後
に
お
い
て
も

　

同
様
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
発
注
者
に
生
じ
た
損
害
額
が
同
項
に
規
定
す
る
賠
償
金
の
額
を
超
え
る
場
合
に
お
い

　

て
、
そ
の
超
過
分
に
つ
い
て
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
四
十
三
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

「
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
六
条
又
は
第
四
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
き

損
し
た
」
を
「
毀
損
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
及
び
第
七
項
中
「
第
四
十
三
条
」
の
下
に
「
、

第
四
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
六
条
又
は
第
四
十
七

条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
条
と
す
る
。

　

第
四
十
八
条
を
第
四
十
九
条
と
す
る
。

　

第
四
十
七
条
中
「
第
四
十
五
条
」
を
「
第
四
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
八
条
と
す
る
。

　

第
四
十
六
条
を
第
四
十
七
条
と
し
、
第
四
十
五
条
を
第
四
十
六
条
と
す
る
。

　

第
四
十
四
条
中
「
第
四
十
二
条
各
号
」
の
下
に
「
、
第
四
十
三
条
各
号
」
を
加
え
、
「
前
条
各
号
」
を

「
前
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
前
二
条
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
五
条
と
す
る
。

　

第
四
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
談
合
等
不
正
行
為
に
よ
る
解
除
権
）

第
四
十
四
条　

発
注
者
は
、
受
注
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す

　

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

こ
の
契
約
に
関
し
、
受
注
者
が
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

　
　

十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
規
定

　
　

に
違
反
し
、
又
は
受
注
者
が
構
成
事
業
者
で
あ
る
事
業
者
団
体
が
独
占
禁
止
法
第
八
条
第
一
号
の
規
定

　
　

に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
、
公
正
取
引
委
員
会
が
受
注
者
に
対
し
、
独
占
禁
止
法
第
七
条
の
二
第
一
項

　
　

（
独
占
禁
止
法
第
八
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
条
の
二
か
ら
第
二
十

　
　

条
の
六
の
規
定
に
基
づ
く
課
徴
金
の
納
付
命
令
（
以
下
「
納
付
命
令
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
当
該
納

　
　

付
命
令
が
確
定
し
た
と
き
（
確
定
し
た
当
該
納
付
命
令
が
独
占
禁
止
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

　
　

よ
り
取
り
消
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
。

（
告
示
）
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大
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号
外

二

　

二　

納
付
命
令
又
は
独
占
禁
止
法
第
七
条
、
第
八
条
の
二
若
し
く
は
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
排
除
措

　
　

置
命
令
（
こ
れ
ら
の
命
令
が
受
注
者
又
は
受
注
者
が
構
成
事
業
者
で
あ
る
事
業
者
団
体
（
以
下
「
受
注

　
　

者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
わ
れ
た
と
き
は
受
注
者
等
に
対
す
る
命
令
で
確
定
し
た
も
の
を
い

　
　

い
、
受
注
者
等
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
各
名
宛
人
に
対
す
る
命
令
全
て
が
確
定
し
た
場
合

　
　

に
お
け
る
当
該
命
令
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
「
納
付
命
令
又
は
排
除
措
置
命
令
」
と
い
う
。
）
に
お

　
　

い
て
、
こ
の
契
約
に
関
し
、
独
占
禁
止
法
第
三
条
、
第
八
条
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
十
九
条

　
　

の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
実
行
と
し
て
の
事
業
活
動
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
と
き
。

　

三　

納
付
命
令
又
は
排
除
措
置
命
令
に
よ
り
、
受
注
者
等
に
独
占
禁
止
法
第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
号
の

　
　

規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
期
間
及
び
当
該
違
反
す
る
行
為
の
対
象
と
な
っ
た
取
引
分

　
　

野
が
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
契
約
が
、
当
該
期
間
（
こ
れ
ら
の
命
令
に
係
る
事
件
に
つ
い

　
　

て
、
公
正
取
引
委
員
会
が
受
注
者
に
対
し
納
付
命
令
を
行
い
、
こ
れ
が
確
定
し
た
と
き
は
、
当
該
納
付

　
　

命
令
に
お
け
る
課
徴
金
の
計
算
の
基
礎
で
あ
る
当
該
違
反
す
る
行
為
の
実
行
期
間
を
除
く
。
）
に
入
札

　
　

（
見
積
書
の
提
出
を
含
む
。
）
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
取
引
分
野
に
該
当
す
る
も
の

　
　

で
あ
る
と
き
。

　

四　

こ
の
契
約
に
関
し
、
受
注
者
（
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
又
は
そ
の
使
用
人
を
含

　
　

む
。
）
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
六
若
し
く
は
第
百
九
十
八
条
又
は

　
　

独
占
禁
止
法
第
八
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
刑
が
確
定
し
た

　
　

と
き
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
契
約
保
証
金

　

の
納
付
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
担
保
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
発
注
者
は
、
当
該
契
約
保
証
金
又

　

は
担
保
を
も
っ
て
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
賠
償
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

　

大
分
県
公
共
工
事
請
負
契
約
約
款
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
告
示
第
三
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

第
四
条
（
Ａ
）
第
一
項
第
五
号
中
「
て
ん
補
す
る
」
を
「
塡
補
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五

十
五
条
第
三
項
各
号
」
を
「
第
五
十
六
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
（
Ｂ
）
第
三
項
中
「
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号
」
を
「
第
五
十
六
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十

条
第
一
項
」
に
、
「
て
ん
補
さ
れ
た
」
を
「
塡
補
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
又
は
第
四
十
八
条
」
を
「
、
第
四
十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。

　

第
四
十
八
条
第
一
項
第
十
号
中
「
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
二
条
又
は
第
五
十
三

条
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
一
条
を
第
六
十
三
条
と
し
、
第
五
十
七
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

　

第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
二
条
又
は
第
五
十
三

条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
八
条
と
す
る
。

　

第
五
十
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
第
四
十
八
条
」
を
「
、
第
四
十
八
条
又
は
第

四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
賠
償
の
予
約
）

第
五
十
七
条　

受
注
者
は
、
第
四
十
九
条
第
一
項
各
号
（
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
刑
法
第
百
九
十
八
条
に

　

規
定
す
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
発
注
者
が
こ
の
契
約
を

　

解
除
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
賠
償
金
と
し
て
、
こ
の
契
約
に
よ
る
請
負
代
金
額
の
十
分
の
二
に
相

　

当
す
る
額
を
発
注
者
が
指
定
す
る
期
間
内
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
工
事
が
完
成
し
た
後
に
お
い

　

て
も
同
様
と
す
る
。

２　

発
注
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
受
注
者
が
共
同
企
業
体
で
既
に
解
散
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該

　

共
同
企
業
体
の
構
成
員
で
あ
っ
た
全
て
の
者
に
対
し
て
同
項
に
定
め
る
額
の
賠
償
金
の
支
払
を
請
求
す
る

　

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
請
求
を
受
け
た
者
は
そ
の
額
を
連
帯
し
て
発
注
者
に
支
払
わ
な

　

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
一
項
の
規
定
は
、
発
注
者
に
生
じ
た
損
害
額
が
同
項
に
規
定
す
る
賠
償
金
の
額
を
超
え
る
場
合
に
お

　

い
て
、
そ
の
超
過
分
に
つ
い
て
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

第
五
十
四
条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
九
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
五
十
一
条

又
は
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
二
条
又
は
第
五
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
き
損

し
た
」
を
「
毀
損
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
四
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
九
条
第
一
項
」

を
加
え
、
「
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
二
条
又
は
第
五
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第

五
十
五
条
と
す
る
。

　

第
五
十
三
条
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
四
条
と
す
る
。

　

第
五
十
二
条
を
第
五
十
三
条
と
し
、
第
五
十
一
条
を
第
五
十
二
条
と
す
る
。

　

第
五
十
条
第
一
項
中
「
又
は
第
四
十
八
条
各
号
」
を
「
、
第
四
十
八
条
各
号
又
は
第
四
十
九
条
第
一
項
各

号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
一
条
と
す
る
。

（
告
示
）
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第
四
十
九
条
中
「
第
四
十
七
条
各
号
」
の
下
に
「
、
第
四
十
八
条
各
号
」
を
加
え
、
「
前
条
各
号
」
を

「
前
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
前
二
条
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
条
と
す
る
。

　

第
四
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
談
合
等
不
正
行
為
に
よ
る
解
除
権
）

第
四
十
九
条　

発
注
者
は
、
受
注
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す

　

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

こ
の
契
約
に
関
し
、
受
注
者
が
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

　
　

十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
規
定

　
　

に
違
反
し
、
又
は
受
注
者
が
構
成
事
業
者
で
あ
る
事
業
者
団
体
が
独
占
禁
止
法
第
八
条
第
一
号
の
規
定

　
　

に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
、
公
正
取
引
委
員
会
が
受
注
者
に
対
し
、
独
占
禁
止
法
第
七
条
の
二
第
一
項

　
　

（
独
占
禁
止
法
第
八
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
条
の
二
か
ら
第
二
十

　
　

条
の
六
の
規
定
に
基
づ
く
課
徴
金
の
納
付
命
令
（
以
下
「
納
付
命
令
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
当
該
納

　
　

付
命
令
が
確
定
し
た
と
き
（
確
定
し
た
当
該
納
付
命
令
が
独
占
禁
止
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

　
　

よ
り
取
り
消
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
。

　

二　

納
付
命
令
又
は
独
占
禁
止
法
第
七
条
、
第
八
条
の
二
若
し
く
は
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
排
除
措

　
　

置
命
令
（
こ
れ
ら
の
命
令
が
受
注
者
又
は
受
注
者
が
構
成
事
業
者
で
あ
る
事
業
者
団
体
（
以
下
「
受
注

　
　

者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
わ
れ
た
と
き
は
受
注
者
等
に
対
す
る
命
令
で
確
定
し
た
も
の
を
い

　
　

い
、
受
注
者
等
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
各
名
宛
人
に
対
す
る
命
令
全
て
が
確
定
し
た
場
合

　
　

に
お
け
る
当
該
命
令
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
「
納
付
命
令
又
は
排
除
措
置
命
令
」
と
い
う
。
）
に
お

　
　

い
て
、
こ
の
契
約
に
関
し
、
独
占
禁
止
法
第
三
条
、
第
八
条
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
十
九
条

　
　

の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
実
行
と
し
て
の
事
業
活
動
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
と
き
。

　

三　

納
付
命
令
又
は
排
除
措
置
命
令
に
よ
り
、
受
注
者
等
に
独
占
禁
止
法
第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
号
の

　
　

規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
期
間
及
び
当
該
違
反
す
る
行
為
の
対
象
と
な
っ
た
取
引
分

　
　

野
が
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
契
約
が
、
当
該
期
間
（
こ
れ
ら
の
命
令
に
係
る
事
件
に
つ
い

　
　

て
、
公
正
取
引
委
員
会
が
受
注
者
に
対
し
納
付
命
令
を
行
い
、
こ
れ
が
確
定
し
た
と
き
は
、
当
該
納
付

　
　

命
令
に
お
け
る
課
徴
金
の
計
算
の
基
礎
で
あ
る
当
該
違
反
す
る
行
為
の
実
行
期
間
を
除
く
。
）
に
入
札

　
　

（
見
積
書
の
提
出
を
含
む
。
）
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
取
引
分
野
に
該
当
す
る
も
の

　
　

で
あ
る
と
き
。

　

四　

こ
の
契
約
に
関
し
、
受
注
者
（
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
を
含
む
。
）
の

　
　

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
六
若
し
く
は
第
百
九
十
八
条
又
は
独
占
禁
止

　
　

法
第
八
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
契
約
保
証
金

　

の
納
付
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
担
保
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
発
注
者
は
、
当
該
保
証
金
又
は
担

　

保
を
も
っ
て
、
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
賠
償
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

別
記
様
式
中
「
（第
6
0
条
関
係

）
」
を
「
（第

6
2
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

　

大
分
県
建
築
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

　

第
一
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
第
五
十
九
条
」
を
「
第
六
十
一
条
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
一
項
ず

つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

受
注
者
は
、
発
注
者
に
対
し
、
業
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
説
明
を
行
う
よ
う
努
め
な

　

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
条
第
一
項
第
五
号
中
「
て
ん
補
す
る
」
を
「
塡
補
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
十
五
条

第
三
項
各
号
」
を
「
第
五
十
六
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
の
二
（
Ａ
）
第
一
項
中
「
。
以
下
同
じ
」
を
削
り
、
「
構
造
物
若
し
く
は
成
果
物
を
利
用
し
て

完
成
し
た
構
造
物
（
以
下
「
本
件
構
造
物
等
」
を
「
建
築
物
若
し
く
は
本
件
建
築
物
（
以
下
「
本
件
建
築
物

等
」
に
、
「
本
件
構
造
物
等
」
を
「
本
件
建
築
物
等
」
に
改
め
、
「
無
償
で
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「
本
件
構
造
物
等
」
を
「
本
件
建
築
物
等
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
の
二
（
Ｂ
）
第
一
項
中
「
構
造
物
又
は
成
果
物
を
利
用
し
て
完
成
し
た
構
造
物
（
以
下
「
本
件

構
造
物
等
」
を
「
建
築
物
又
は
本
件
建
築
物
（
以
下
「
本
件
建
築
物
等
」
に
改
め
、
「
無
償
で
」
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
本
件
構
造
物
等
」
を
「
本
件
建
築
物
等
」
に
改
め
、
「
無
償
で
」
を
削
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
五
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
て
ん
補
さ
れ

た
」
を
「
塡
補
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
又
は
第
四
十
八
条
」
を
「
、
第
四
十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。

　

第
四
十
八
条
第
九
号
中
「
第
五
十
条
又
は
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
」
に
改
め

る
。
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示
）

　

第
六
十
条
を
第
六
十
二
条
と
し
、
第
五
十
九
条
を
第
六
十
一
条
と
し
、
第
五
十
八
条
を
第
六
十
条
と
す

る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
（
第
四
十
二
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
引
渡
し
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
引
渡
し
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
日
か
ら
」
を
「
の
規

定
に
よ
る
引
渡
し
を
受
け
た
場
合
は
そ
の
引
渡
し
の
日
か
ら
本
件
建
築
物
の
工
事
完
成
後
二
年
、
第
四
十
二

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
引
渡
し
を
受
け
た
場
合
は
そ
の
引
渡
し
の
日
か
ら
当
該
部
分
を

利
用
し
た
工
事
の
完
成
後
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
き
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
成
果
物
の
引
渡
し
の
日
か
ら
十
年
以
内
で
な
け
れ
ば
、
請
求

　

等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

第
五
十
七
条
を
第
五
十
九
条
と
す
る
。

　

第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
十
条
又
は
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
」

に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
八
条
と
す
る
。

　

第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
こ
の
」
の
下
に
「
契
約
の
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項

第
一
号
中
「
又
は
第
四
十
八
条
」
を
「
、
第
四
十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五

十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
賠
償
の
予
約
）

第
五
十
七
条　

受
注
者
は
、
第
四
十
九
条
第
一
項
各
号
（
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
刑
法
第
百
九
十
八
条
に

　

規
定
す
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
発
注
者
が
契
約
を
解
除

　

す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
賠
償
金
と
し
て
、
こ
の
契
約
に
よ
る
業
務
委
託
料
の
十
分
の
二
に
相
当
す

　

る
額
を
発
注
者
が
指
定
す
る
期
間
内
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
業
務
が
完
成
し
た
後
に
お
い
て
も

　

同
様
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
発
注
者
に
生
じ
た
損
害
額
が
同
項
に
規
定
す
る
賠
償
金
の
額
を
超
え
る
場
合
に
お
い

　

て
、
そ
の
超
過
分
に
つ
い
て
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
九
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
四
十
二

条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
条
又
は
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条
又

は
第
五
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に

改
め
、
「
第
四
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
九
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
五
十
条
又
は
第
五
十
一

条
」
を
「
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
き
損
し
た
」
を
「
毀
損
し
た
」
に

改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
第
四
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
九
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
五
十

条
又
は
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
十
八
条
」

の
下
に
「
、
第
四
十
九
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
五
十
条
又
は
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条
又
は
第

五
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
五
条
と
す
る
。

　

第
五
十
三
条
を
第
五
十
四
条
と
す
る
。

　

第
五
十
二
条
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
五
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
三
条
と
す
る
。

　

第
五
十
一
条
を
第
五
十
二
条
と
し
、
第
五
十
条
を
第
五
十
一
条
と
す
る
。

　

第
四
十
九
条
中
「
第
四
十
七
条
各
号
」
の
下
に
「
、
第
四
十
八
条
各
号
」
を
加
え
、
「
前
条
各
号
」
を

「
前
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
前
二
条
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
条
と
す
る
。

　

第
四
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
談
合
等
不
正
行
為
に
よ
る
解
除
権
）

第
四
十
九
条　

発
注
者
は
、
受
注
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す

　

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

こ
の
契
約
に
関
し
、
受
注
者
が
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

　
　

十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
規
定

　
　

に
違
反
し
、
又
は
受
注
者
が
構
成
事
業
者
で
あ
る
事
業
者
団
体
が
独
占
禁
止
法
第
八
条
第
一
号
の
規
定

　
　

に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
、
公
正
取
引
委
員
会
が
受
注
者
に
対
し
、
独
占
禁
止
法
第
七
条
の
二
第
一
項

　
　

（
独
占
禁
止
法
第
八
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
条
の
二
か
ら
第
二
十

　
　

条
の
六
の
規
定
に
基
づ
く
課
徴
金
の
納
付
命
令
（
以
下
「
納
付
命
令
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
当
該
納

　
　

付
命
令
が
確
定
し
た
と
き
（
確
定
し
た
当
該
納
付
命
令
が
独
占
禁
止
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

　
　

よ
り
取
り
消
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
。

　

二　

納
付
命
令
又
は
独
占
禁
止
法
第
七
条
、
第
八
条
の
二
若
し
く
は
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
排
除
措

　
　

置
命
令
（
こ
れ
ら
の
命
令
が
受
注
者
又
は
受
注
者
が
構
成
事
業
者
で
あ
る
事
業
者
団
体
（
以
下
「
受
注

　
　

者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
わ
れ
た
と
き
は
受
注
者
等
に
対
す
る
命
令
で
確
定
し
た
も
の
を
い

　
　

い
、
受
注
者
等
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
各
名
宛
人
に
対
す
る
命
令
全
て
が
確
定
し
た
場
合

　
　

に
お
け
る
当
該
命
令
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
「
納
付
命
令
又
は
排
除
措
置
命
令
」
と
い
う
。
）
に
お

　
　

い
て
、
こ
の
契
約
に
関
し
、
独
占
禁
止
法
第
三
条
、
第
八
条
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
十
九
条

　
　

の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
実
行
と
し
て
の
事
業
活
動
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
と
き
。

　

三　

納
付
命
令
又
は
排
除
措
置
命
令
に
よ
り
、
受
注
者
等
に
独
占
禁
止
法
第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
号
の

　
　

規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
期
間
及
び
当
該
違
反
す
る
行
為
の
対
象
と
な
っ
た
取
引
分

　
　

野
が
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
契
約
が
、
当
該
期
間
（
こ
れ
ら
の
命
令
に
係
る
事
件
に
つ
い

　
　

て
、
公
正
取
引
委
員
会
が
受
注
者
に
対
し
納
付
命
令
を
行
い
、
こ
れ
が
確
定
し
た
と
き
は
、
当
該
納
付

　
　

命
令
に
お
け
る
課
徴
金
の
計
算
の
基
礎
で
あ
る
当
該
違
反
す
る
行
為
の
実
行
期
間
を
除
く
。
）
に
入
札

　
　

（
見
積
書
の
提
出
を
含
む
。
）
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
取
引
分
野
に
該
当
す
る
も
の

　
　

で
あ
る
と
き
。

　

四　

こ
の
契
約
に
関
し
、
受
注
者
（
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
又
は
そ
の
使
用
人
を
含



令
和
二
年
五
月
一
日

大
分
県
報
号
外

五

　
　

む
。
）
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
六
若
し
く
は
第
百
九
十
八
条
又
は

　
　

独
占
禁
止
法
第
八
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
刑
が
確
定
し
た

　
　

と
き
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
契
約
保
証
金

　

の
納
付
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
担
保
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
発
注
者
は
、
当
該
契
約
保
証
金
又

　

は
担
保
を
も
っ
て
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
賠
償
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
告
示
）


